
◎ 国の農政改革の実施
☆ 担い手への農地利用の集積を加速し、農業構
造改革と生産コスト削減を促進
☆ 経営所得安定対策等を見直し、担い手に施策
を集中
☆ ３０年度から生産数量目標を配分せず、農業
者の経営判断を重視するとともに、非主食用米
への誘導を強化
☆ 日本型直接支払制度の創設
◎ 米の消費量減少と近年の豊作による供給過剰
に加え、本県産米は、原子力災害による風評の影
響から米価が大幅に下落し、販売環境が悪化

福島県の水田農業の振興方策

□ 担い手の育成を進め、経営所得安定対策等へ
の加入の加速的推進が必要
□ 良食味米を生産できる強みを生かした品質・生
産性の向上と販路の拡大が必要
□ 需給に即した生産を基本として、業務用米を含め
た多様な米づくりの推進、飼料用米とＷＣＳ等の作
付拡大が必要
□ 収益性の高い園芸作物等を導入した経営転換
の促進が必要
□ 地域の災害復旧状況に応じた水田農業の復興
が必要

水田農業を取り巻く状況の変化 

本県水田農業の喫緊の課題 
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品 目 現状（25年度） 目標（29年度）
主食用米 ６５，７００ ６２，０００

非主食用米 ３，６７６ １２，６００

飼料用米 ５１４ ６，６００

備蓄米 ２，１１１ ３，７００

ＷＣＳ用稲 ６７５ １，２００

加工用米 ３６０ １，０００

米粉用米 １４ １００

麦・大豆・そば ３，５１３ ４，０８０

飼料作物 ３．０２５ ３，３００

園芸作物 ２，７９２ ３，２００

その他 １６，６９４ １１，４２０
合  計 ９５，４００ ９６，６００

単位：ｈａ 

経営区分 経営規模と作付品目 農業所得

土 
地 
利 
用 
型 
経 
営

個別経営 １５ｈａ 主食用米 ９ｈａ 
飼料用米 ３ｈａ 
加工用米   １ｈａ 
備蓄米   ２ｈａ 

６２３万円

集落営農 ５０ｈａ 主食用米２７ｈａ 
飼料用米１１ｈａ 
加工用米  ６ｈａ 
備蓄米   ６ｈａ 

２，０９０万円

複
合
経
営

個別経営 ９ｈａ 主食用米 ５ｈａ 
飼料用米 ２ｈａ 
野菜 ２ｈａ 
（２年３作）

６５０万円

目指す水田農業経営の姿 

目指す水田フル活用の姿 

Ｈ２６.１２.１７  
福島県水田農業産地づくり対策等推進会議 



主な取組内容

基本方針

水田を有効に活用した効率的な農業経営の実現 

○ プロフェッショナル経営体の増加、認定農業者等の育成、農用地の利用集積を促進
○ 経営所得安定対策等への加入を推進し、農業経営を安定
○ 地域特性を生かし、主食用米のより一層の食味向上と創意工夫あふれる多様な米づくり、飼料用米等の生産や園芸作
物への転換を促進し、水田をフル活用

○ 県産米の風評対策の継続的取組と、食味の良さなどを生かし、県内外において積極的に販路を拡大
○ 避難地域の農業の将来像の検討、津波被災地等での新たな営農体系の構築や担い手の確保を図り、営農再開を促進

指標は現況値⇒目標値 現況値は記載がないものは２５年度、目標値は２９年度

本県の水田と多様な風土、強みを生かして 

（１）農用地の利用集積と担い手の育成
○ 地域農業をけん引するプロフェッショナル経営体の増加
○ 認定農業者等の育成強化と農用地の利用集積の加速化
【指標】 農用地利用集積率（％） ４０⇒５５以上

（２）経営所得安定対策等の推進
○ 経営所得安定対策等への加入誘導
【指標】ナラシ対策への加入率（面積：％）

１８ ２６年度 ⇒５０以上

（１）主食用米
○ 安全性を確保し、生産コストの低減と良食味米の生産
○ 「天のつぶ」の生産拡大と食味の向上

○ 風評対策の継続実施と県内外で販売促進活動の強化

【指標】 食味ランキング特Ａの割合（％） ４２⇒１００
学校給食の県産米利用割合（％） ８４．５ 年度 ⇒１００

（２）大豆・そば等
○ 収量と品質の向上
○ 産地体制の維持、津波被害地域等での産地回復

【指標】大豆の上位等級比率（％） ２４⇒５０以上

（３）非主食用米等
○ 飼料用米の収量性の向上と作付拡大
○ 主食用米への混入防止と輸送コストの低減

○ 飼料用米や加工用米の地域での生産利用の連携強化

【指標】飼料用米作付面積（ｈａ） ５１４⇒６，６００以上

（４）園芸作物
○ 園芸作物の積極的な導入と経営の転換
○ 新たな生産方式の導入

【指標】水田における園芸作物の作付面積（ｈａ）
２，７９２⇒３，２００以上

１ 担い手の育成と経営所得安定対策等の推進

２ 需要に即した作物の作付と販売の促進

３ 地方毎の推進方向 
   ○ 地域条件を生かして、主食用米中心の経営や飼料用米等を取り入れた経営、園芸との複合経営等を推進 


